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報告事項１（周知・報告） 

「令和２年度使用 教科用図書選定資料 小学校用」について 

標記に係る作成経過及び内容について、１－２及び別紙のとおり報告する。 

令和元年６月 20 日 

〔根拠規定〕 

１－２に記載 
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義務教育諸学校用教科書の採択の仕組み

主な根拠法令

・採択の権限 

地教行法 第 21 条第 6号 

発行法 第 7条第 1項 

・採択の方法等、採択の時期 

地教行法 第 48 条 

無償措置法 第 10 条、第 11条、第 12条、第 13条、第 14条、第 15条、第 16条、第 17条 

無償措置法施行令 

第 7条、第 8条、第 9条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14条、第 15 条 

発行法 第 4条、第 5条、第 6条 

（4月下旬ごろ） 

（８月 31 日まで） 

（6 月中旬ごろ） 


